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2026 年７月７日 

各 位 

会 社 名 株式会社きんでん 

代表者名 取締役社長 吉増 憲二 

 （コード：1944 東証プライム） 

問合せ先 経営企画部長 加藤岡 正智 

 （Tel. 06－6375－6000） 

 

 

 

株式会社弘電社（証券コード：1948）の株券に対する 

公開買付けの結果及び関連会社の異動に関するお知らせ 

 

株式会社きんでん（以下「公開買付者」といいます。）は、2026 年５月 25 日、会社法（平成

17 年法律第 86 号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。）第 370 条及び公開

買付者の定款第 24 条の規定に基づく取締役会決議に代わる書面決議により、株式会社弘電社（株

式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）スタンダード市場、証券コード：

1948、以下「対象者」といいます。）の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）を金融商品

取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。）による公

開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決定し、2026 年５月 26 日

より本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが 2026 年７月６日をもって終了いた

しましたので、本公開買付けの結果について、下記のとおりお知らせいたします。 

また、本公開買付けの決済の開始日である 2026 年７月 13 日付で、対象者は公開買付者の関連

会社となる予定ですので、併せてお知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．本公開買付けの結果について 

 

１. 買付け等の概要 

(１) 公開買付者の名称及び所在地 

株式会社きんでん 

大阪市北区本庄東２丁目３番 41 号 

 

(２) 対象者の名称 
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株式会社弘電社 

 

(３) 買付け等に係る株券等の種類 

普通株式 

 

(４) 買付予定の株券等の数 

株券等の種類 買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限 

普通株式 4,247,980（株） 1,336,800（株） －（株） 

合計 4,247,980（株） 1,336,800（株） －（株） 

（注１）本公開買付けに応募された株券等（以下「応募株券等」といいます。）の数の合計が

買付予定数の下限（1,336,800 株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等

を行いません。応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（1,336,800 株）以上の場

合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。 

（注２）単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従っ

て株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に

従い本公開買付けにおける買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）中に

自己の株式を買い取ることがあります。 

（注３）本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。 

（注４）本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数

は本公開買付けにおいて公開買付者が買付け等を行う対象者株式の最大数

（4,247,980 株）を記載しております。これは、対象者が 2026 年５月 13 日に提出し

た「2026 年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された 2026 年３月 31 日現在

の発行済株式総数 8,970,000 株から、同日現在の対象者が所有する自己株式数

（236,400 株）を控除した株式数（8,733,600 株。以下「本基準株式数」といいます。）

から、さらに対象者の親会社である三菱電機株式会社が所有する対象者株式

（4,485,620 株。以下「本不応募合意株式」といいます。）を控除した株式数（4,247,980

株）です。 

 

(５) 買付け等の期間 

① 届出当初の買付け等の期間 

2026 年５月 26 日（火曜日）から 2026 年７月６日（月曜日）まで（30 営業日） 

 

② 対象者の請求に基づく延長の可能性 

該当事項はありません。 
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(６) 買付け等の価格 

普通株式１株につき、金 11,501 円 

 

２. 買付け等の結果 

(１) 公開買付けの成否 

本公開買付けにおいては、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（1,336,800 株）に

満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、

応募株券等の数の合計（3,714,499 株）が買付予定数の下限（1,336,800 株）以上となりまし

たので、公開買付開始公告及び公開買付届出書（その後提出された公開買付届出書の訂正届

出書により訂正された事項を含みます。）に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行

います。 

 

(２) 公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名 

法第 27 条の 13 第１項の規定に基づき、金融商品取引法施行令（昭和 40 年政令第 321 号。

その後の改正を含みます。）第９条の４及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開

示に関する内閣府令（平成２年大蔵省令第 38 号。その後の改正を含みます。以下「府令」と

いいます。）第 30 条の２に規定する方法により、2026年７月７日に、東京証券取引所におい

て、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。 

 

(３) 買付け等を行った株券等の数 

株券等種類 ①株式に換算した応募数 ②株式に換算した買付数 

株券 3,714,499 株 3,714,499 株 

新株予約権証券 － 株 － 株 

新株予約権付社債券 － 株 － 株 

株券等信託受益証券 

（） 

－ 株 － 株 

株券等預託証券 

（） 

－ 株 － 株 

合計 3,714,499 株 3,714,499 株 

（潜在株券等の数の合計） － 株 － 株 

 

 

(４) 買付け等を行った後における株券等所有割合 

買付け等前における公開買付者

の所有株券等に係る議決権の数 
－ 個 （買付け等前における株券等所有割合 － ％） 

買付け等前における特別関係者 44,856 個 （買付け等前における株券等所有割合 51.36％） 
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の所有株券等に係る議決権の数 

買付け等後における公開買付者

の所有株券等に係る議決権の数 
37,144 個 （買付け等後における株券等所有割合 42.53％） 

買付け等後における特別関係者

の所有株券等に係る議決権の数 
44,856 個 （買付け等後における株券等所有割合 51.36％） 

対象者の総株主等の議決権の数 87,097 個  

（注１）「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」及び「買付け等後

における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、各特別関係者（但し、特別

関係者のうち法第 27 条の２第１項各号における株券等所有割合の計算において府令

第３条第２項第１号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。）が所有する

株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。 

（注２）「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が 2026 年６月 22 日に提出した第 147

期有価証券報告書（以下「対象者有価証券報告書」といいます。）に記載された 2026

年３月 31 日現在の総株主の議決権の数です。但し、単元未満株式（但し、対象者が所

有する単元未満の自己株式を除きます。）についても本公開買付けの対象としていた

ため、「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割

合」の計算においては、本基準株式数（8,733,600 株）に係る議決権の数（87,336 個）

を分母として計算しております。 

（注３）「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」

は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 

 

(５) あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 

該当事項はありません。 

 

(６) 決済の方法 

① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地 

株式会社ＳＢＩ証券  東京都港区六本木一丁目６番１号 

 

② 決済の開始日 

2026 年７月 13 日（月曜日） 

 

③ 決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を本公開買付

けに応募した株主（以下「応募株主等」といいます。）（外国の居住者である株主（法人

株主を含みます。以下「外国人株主等」といいます。）の場合はその常任代理人）の住

所又は所在地宛に郵送します。 
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買付け等は、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等

（外国人株主等の場合はその常任代理人）の指示により、決済の開始日以降遅滞なく、

公開買付代理人から応募株主等（外国人株主等の場合はその常任代理人）の指定した

場所へ送金するか、公開買付代理人の応募受付をした応募株主等口座へお支払いしま

す。 

 

３. 公開買付け後の方針等及び今後の見通し 

公開買付者が 2026 年５月 25 日付で公表した「株式会社弘電社（証券コード：1948）の株券に

対する公開買付けの開始に関するお知らせ」に記載した内容から変更はありません。 

なお、本公開買付けの結果を受け、公開買付者は、対象者株式の全て（但し、対象者が所有す

る自己株式及び本不応募合意株式を除きます。）の取得を目的とした手続を実施することを予定

しております。対象者株式は、本日現在、東京証券取引所スタンダード市場に上場しております

が、当該手続を実施した場合、対象者株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続

を経て上場廃止となります。なお、上場廃止後は、対象者株式を東京証券取引所スタンダード市

場において取引することはできません。今後の手続につきましては、対象者と協議の上、決定次

第、対象者が速やかに公表する予定です。 

 

４. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所 

株式会社きんでん 本店 

(大阪市北区本庄東２丁目３番 41 号) 

株式会社きんでん 東京本社  

(東京都江東区豊洲２丁目１番５号) 

株式会社きんでん 京都支店  

(京都市南区西九条西柳ノ内町８番地) 

株式会社きんでん 神戸支店  

(神戸市中央区浜辺通４丁目１番１号) 

株式会社きんでん 奈良支店 

(奈良県奈良市大安寺６丁目 20 番８号) 

株式会社きんでん 和歌山支店 

(和歌山県和歌山市十一番丁 47 番地) 

株式会社きんでん 滋賀支店 

(滋賀県草津市野路東７丁目３番 49 号) 

株式会社きんでん 横浜支社 

(横浜市西区みなとみらい２丁目３番５号(クイーンズタワーＣ棟)) 

株式会社きんでん 東関東支社 

(千葉市中央区富士見１丁目 14 番 13 号(千葉大栄ビル)) 
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株式会社きんでん 北関東支社 

(さいたま市大宮区土手町１丁目 49 番地８(Ｇ・Ｍ大宮ビル)) 

株式会社きんでん 中部支社 

(名古屋市中村区名駅１丁目１番４号(ＪＲセントラルタワーズ)) 

株式会社きんでん 中国支社 

(広島市西区横川町２丁目 13 番５号) 

株式会社きんでん 九州支社  

(福岡市博多区祇園町７番 20 号(博多祇園センタープレイス)) 

株式会社きんでん 北海道支社 

(札幌市中央区北三条西４丁目１番地１(日本生命札幌ビル)) 

株式会社きんでん 東北支社 

(仙台市青葉区一番町１丁目９番１号(仙台トラストタワー)) 

株式会社きんでん 四国支社 

(香川県高松市福岡町３丁目４番８号) 

株式会社東京証券取引所 

(東京都中央区日本橋兜町２番１号) 
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Ⅱ．関係会社の異動について 

１. 異動の理由 

本公開買付けの結果、対象者は、2026 年７月 13 日（本公開買付けの決済の開始日）付

で、公開買付者の関連会社となる予定です。 

 

２. 異動する関連会社（対象者）の概要 

①名称 株式会社弘電社 

②所在地 東京都中央区銀座五丁目 11 番 10 号 

③代表者の役職・氏名 代表取締役 社長執行役員 梶川 裕司 

④事業内容 電気設備工事事業(屋内線工事、送電線工事、発変電工事、通

信工事、空調工事の設計・施工・請負)並びに商品販売事業(汎

用電気機器、産業用電気・電子機器、冷熱住設機器等の販売) 

⑤資本金 1,520 百万円（2026 年３月 31 日現在） 

⑥設立年月日 1917 年６月 25 日 

⑦大株主及び持株比率 

（2026 年３月 31 日現在） 

三菱電機株式会社 51.4％ 

弘電社従業員持株会 3.5％ 

三菱地所株式会社 3.3％ 

JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO 2.4％ 

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) 1.5％ 

MSIP CLIENT SECURITIES 1.4％ 

ネグロス電工株式会社 1.3％ 

上田八木短資株式会社 1.0％ 

野村證券株式会社 0.8％ 

河村徹 0.8％ 

⑧上場会社と対象者の関係  

 資本関係 該当事項はありません 

 人的関係 該当事項はありません 

 
取引関係 

公開買付者グループは対象者グループとの間で設備工事に

関する営業取引があります。 

 関連当事者への該当状況 該当事項はありません 

⑨対象者の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態 

決算期 2024 年 3 月期 2025 年 3 月期 2026 年 3 月期 

連 結 純 資 産 20,455 百万円 21,914 百万円 25,182 百万円 

連 結 総 資 産 32,424 百万円 33,375 百万円 39,202 百万円 

１ 株 当 た り 連 結 純 資 産 2,299.79 円 2,497.34 円 2,864.54 円 
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連 結 売 上 高 34,868 百万円 39,264 百万円 44,234 百万円 

連 結 営 業 利 益 1,156 百万円 3,081 百万円 3,893 百万円 

連 結 経 常 利 益 1,292 百万円 3,169 百万円 4,015 百万円 

親会社株主に帰属する当期純利益  899 百万円 2,737 百万円 2,832 百万円 

１株当たり連結当期純利益 101.51 円 309.66 円 324.28 円 

１ 株 当 た り 配 当 金 54.00 円 84.00 円 100.00 円 

（注）「大株主及び持株比率（2026 年３月 31 日現在）」は、対象者有価証券報告書の「大株主

の状況」を基に記載しております。 

 

３. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

① 異動前の所有株式数 － 株 

（議決権の数：－個） 

（議決権所有割合：― ％） 

② 取得株式数 3,714,499 株 

（議決権の数：37,144 個） 

（議決権所有割合：42.53％） 

③ 取得価額 42,720,000,000 円 

④ 異動後の所有株式数 3,714,499 株 

（議決権の数：37,144 個） 

（議決権所有割合：42.53％） 

（注１）「議決権所有割合」は、本基準株式数（8,733,600 株）に係る議決権の数（87,336 個）

を分母として計算しており、小数点以下第三位を四捨五入しております。 

（注２）「取得価額」は百万円未満を切り捨てております。なお、本公開買付けに係る取得価

額のみを記載しており、アドバイザリー費用等は含まれておりません。 

 

４. 異動の日程（予定） 

2026 年７月 13 日（月曜日）（本公開買付けの決済の開始日） 

 

５. 今後の見通し 

本公開買付けによる関連会社の異動が今後の公開買付者の連結業績に与える影響について

は現在精査中であり、今後、公表すべき事象が生じた場合には、速やかに開示いたします。 

以上  
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【将来に関する記述】 

本資料には、米国 1933 年証券法（Securities Act of 1933。その後の改正を含みます。）第 27

Ａ条及び米国 1934年証券取引所法第 21Ｅ条で定義された「将来に関する記述」（forward-looking 

statements）が含まれています。既知若しくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、

実際の結果がこれらの「将来に関する記述」に明示的又は黙示的に示された内容等と大きく異な

る可能性があります。公開買付者、対象者又はそれぞれの関連者は、これらの「将来に関する記

述」に明示的又は黙示的に示された内容等が達成されることを保証するものではありません。本

資料又は本資料の参照書類の中の「将来に関する記述」は、本日時点で公開買付者及び対象者が

有する情報を基に作成されたものであり、法令で義務付けられている場合を除き、公開買付者、

対象者又はそれぞれの関連者は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新又は修正

する義務を負うものではありません。 

【米国規制】 

本公開買付けは、日本で設立された会社である対象者の普通株式を対象としています。本公開買

付けは、日本法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、これらの手続及

び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国 1934 

年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934。その後の改正を含み、以下「米国 1934 年

証券取引所法」といいます。）第 13 条(ｅ)項又は第 14 条(ｄ)項及び同条の下で定められた規則

は本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではあり

ません。本資料及びその参照書類の中に含まれる財務情報は、日本の会計基準に基づいた情報で

あり、当該会計基準は、米国その他の国における一般会計原則と大きく異なる場合があります。

また、公開買付者及び対象者は米国外で設立された法人であり、それらの役員の全部又は一部は

米国居住者ではないため、米国の証券関連法を根拠として主張し得る権利を行使又は請求する

ことが困難となる可能性があります。また、米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の法

人及びその役員に対して、米国外の裁判所において法的手続を開始することができない可能性

があります。さらに、米国外の法人並びに当該法人の関連者(affiliate)について米国の裁判所

の管轄が認められるとは限りません。また、株主が米国外の法人及び当該法人の関連者に米国の

裁判所の管轄に従わせることができる保証はありません。本公開買付けに関する全ての手続は、

特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものといたします。本公開買付けに関する

書類の全部又は一部については英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類との間

に齟齬が存在した場合には、日本語の書類が優先するものといたします。 

【その他の国】 

国又は地域によっては、本資料の発表、発行又は配布に法律上の制限が課されている場合があり

ます。かかる場合はそれらの制限に留意し、遵守してください。本資料の発表、発行又は配布は

本公開買付けに関する株券の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘をしたことにはな

らず、単に情報としての資料配布とみなされるものとします。 

 


